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中国の意匠実務は、これまで実体審査を伴わない
ことから権利主張の場面では、根拠となる権利の不
安定さに対する懸念も多かった。しかし、ECサイ
ト上の侵害の増加や、中国政府による侵害品の取り
締まり強化を受けて、中国の意匠の実務は、より実
態に即した形式に、変化しており、活用の場面も広
がっている。本稿では、中国の意匠出願および侵害

事件における意匠の類否判断について、最新事例を
紹介する。

１．中国意匠出願における注意点
１．１　新規性と創作非容易性を踏まえた出願ア

プローチの必要性

中国の意匠登録制度は、予備審査（方式審査）
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－意匠出願に関する注意事項と典型判例からの侵害事件に関する考察－


